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論  文  内  容  の  要  旨  

本論文は，同盟国とその同盟が対象とする国との相互作用およびその相互作用において対象国（例，北朝鮮）が各同盟国  

（例，米韓両国）に対して訴える政策について論じ，新たな理論的枠組を提供することを目的とする。   

第一章においては，理論的研究の序論として，まず米韓同盟と日米同盟の冷戦後の変遷について述べ，対象国としている  

北朝鮮との関わり合いがそれぞれの同盟に異なる影響を与えたことを指摘する。そして国家間同盟に関する国際政治理論の  

現状を分析し，既存の理論では，米韓同盟と日米同盟のそれぞれ現在における結束度の違いを説明できない とする。その際，  

同盟をめぐる先行研究のうち，国際関係論において最も有力な現実主義の前提に基づく先行研究を，「主流同盟論」  

（mainstream Alliance Theory）と名付ける。主流同盟論の最大の欠点は，国家間同盟とその対象国との相互作用を包括的  

に取り上げていない点にあるとし，本論文の位置づけを行う。   

第二章においては，本論文の理論的枠組を展開する。従来の分析では，同盟を形成した二つの国と対象国との相互作用を  

理解するに当たって，三国間関係として捉えることが一般的であり，二つの同盟国の間での友好的な関係と，各同盟国と対  

象国との間での対立的な関係が明確ではないという限界がある。これら二つの関係を説明するために，William Thompson  

のrivalry概念を用いるとともに，「戦略的競争の層」という分析の視点を導入する。それによって，対象国と各同盟国との  

相互作用のより深い理解を可能としている，国家間関係の層のみならず，戦略的競争の層も含めた，「二層の相互作用モデ  

ル」という包括的な枠組を提僕する。   

この「二層の相互作用モデル」は，現実主義学派が基盤とする三つの前提に基づいている。第一は，「生存」こそが国家  

の最大の国益とするものである。第二は，国家は「合理的行為者」（rationalactor）だとする。第三は，同盟と対象国との  

間の「武力衝突は，そのコストが『生存』を脅かすほど高い」とするものである。   

これらの前提に基づいて，対象国が各同盟国に対して採用する政策について，次の三つの仮説を置く。  

（仮説1）対象国は，自らと対立する同盟国双方ともなるべく友好的な関係を構築しようとする。  

（仮説2）対象国は，同盟国の両方とも友好的な関係を維持できない場合には，対立的な関係を片方の同盟国のみに限定さ  

せようとし，また他の同盟国と友好的な関係を維持しようとする。各同盟国とそのような非対称的な関係を構築し，同盟国  

間に存在する国益の遠いを利用することによって，同盟の分断を目的とする「離間政策」を採用する。  

（仮説3）対象国は，対立する同盟国双方との関係を同時に悪化させることを回避しようとする。   

つまり，合理的行為者である対象国は，生存そのものまで危険に晒す状態を避けようとするため，必然的に仮説2に沿っ  

て行動し，離間政策を採る。その場合，片方の同盟国と友好的な関係を構築しなければならない。友好関係を構築する相手  

国の選択に当っては，仮説2と泉川泰博の「同盟均衡戦略論」において用いられているresource及びreward power概念  

を組み合わせることによって，更に次の二つの仮説を提起する。  
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（仮説2A）対象国は，離間政策に訴えて同盟を分断しようとするオプションを持っているため，「reSOurCeを比較的多く  

提僕できる（reward powerの高い）同盟国」との友好関係を保てる場合には，「reSOurCeの少ない（reward powerの低  

い）同盟国」とも友好関係を築くために妥協する動機は少ない。  

（仮説2B）対象国は，reSOurCeの多い同盟国との友好関係を維持できない場合には，reSOurCeの少ない同盟国と友好的な  

関係を構築せざるを得ない。   

第三章では，事例研究として，韓国の北方政策の展開（1988年）から今日に至る北朝鮮と米韓同盟との相互作用を取り上  

げる。その際，北朝鮮による米韓両国に対する政策の実態を再構築することによって，政策形態の変遷を明らかにする。   

第四章では，北朝鮮・米韓同盟の相互作用形態を六つの期間に分けて分析し，本論文において展開されている仮説の妥当  

性を検討する。その結果，北朝鮮の政策・行動は仮説に沿うものであることが判り，本論文の仮説の有効性を主張する。さ  

らに，本論文の理論的枠組を用いて北東アジアの将来をも予測する。日米韓の政府関係者とのインタビュー等に基づいて，  

北朝鮮の核開発問題を解決する目的で行われている「六カ国協議」の膠着状態に言及する。北東アジアの国際政治において，  

六カ国協議の膠着状態が中国の影響力をよりいっそう増していること，また米中対立の可能性が増大していること，を指摘  

する。そして，アジア太平洋地域の将来を決定する主要因は，中国の拾頭と中国に対する米韓同盟・日米同盟の対処方法に  

ある，と結論付けている。  

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨  

本学位申請論文は，同盟国とその同盟が村象とする国との相互作用（例，米韓両国対北朝鮮）および対象国が各同盟国に  

対して採る政策について論じ，新たな理論的枠組を提供するものである。本学位申請者は，国際関係論において最も有力な  

パラダイムである「現実主義」を基礎にし，その中で大いなる影響を持つWi11iamThompsonと泉川泰博が導入した理論  

および概念に基づいて議論を展開する。その際，各同盟国と対象国との相互作用に関する仮説を立て，事例研究をもってそ  

の仮説の安当性をテストするという，国際関係論において一般的に認められている方法を採っている。   

第一章は，国家間同盟について，現実主義パラダイムに立つ先行研究を取り上げる。当該分野では，とりわけStephen  

WaltとGlenn Snyderの著作が代表的であり，それぞれ同盟の形成および運営（management）を理論的に説明している。  

申請者は，同盟の形成と運営の中間にある段階に焦点を当て，国家間同盟とその村象国との相互作用を包括的に説明するこ  

との重要性を指摘する。この意味で，従来の研究において見落とされた点を補完するものであると評価できる。   

第二章では，本論文独自の理論的枠組を展開している。Thompsonのrivalry概念を用いることによって分析に異なる視  

点を導入し，それを泉川泰博の理論と統合することによって，「二層の相互作用モデル」を創造したことは極めて高く評価  

できる。二層モデルは，同盟国と対象国との相互関係の実態を包括的に捉えることができており，この理論的枠組をもって  

各同盟国と対象国との関係がうまく把握できていると言える。   

第三章では，北朝鮮と米韓同盟との相互作用を取り上げて，事例研究を行っている。北朝鮮外交に従事している実務家の  

JoelWitの著作など，最新の研究資料を用いており，これまでは知られていなかった事実を数多く明らかにしている点で  

注目に催する。   

第四章では，前章で提示された資料を分析して仮説が成り立つことを検証している。その結果，対象国である北朝鮮の行  

動パターンは，本論文の仮説を説得的に論証している。よって，本論文に提示された仮説とその結論は，将来の北東アジア  

の国際関係を理解する上でも有益であり，実務レベルでの意思決定にも役立つと高く評価することができる。   

本論文全体を通じて，同盟と対象国との相互作用について，従来とは異なる観点から取り上げ，包括的に説明している点  

が注目される。今まで見逃されてきた視角をうまく取り入れていることも指摘できる。よって，本論文は，20世紀の後半か  

ら主流を成してきた同盟論の中で重要な位置を占め，また今後の研究にも大きな影響を与える可能性がある。   

今後の課題として残されている点が二つある。第一は，事例研究が一例のみに限られていることである。申請者は米韓同  

盟のみならず，日米同盟も対象とすべきだと考えているが，日米同盟は公開された資料が不十分であり，現時点で分析対象  

とするには不適切であった。より多くの事例研究を行うことが今後の課題である。第二は，対象国が同盟国に対していかな  

る政策を採るかは分析されているが，同盟国が対象国に対していかなる政策を探るかが分析の対象外であり，更なる研究を  
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必要とする。  

本学位申請論文は，国際的緊張や地域紛争などを斎す現代国際社会の諸問題を，法律論・政治論などと相関させて究明す  

ることを目指して創設された共生文明学専攻現代文明論講座にふさわしい内容を備えたものと言える0   

よって，本論文は博士（人間・環境学）の学位論文として価値あるものと認める0また，平成18年2月7日，論文内容と  

それに関連した事項について試問を行った結果，合格と認めた。  
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